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一覧で
理解！

相続預金手続き

必要書類＆注意点
ケース別

税理士法人 SBL 代表社員・税理士・行政書士・CFP®
会計事務所等での勤務を経て平成16年税理士事務所開設。企業支援と相続関連業務に強み。八木 正宣

口
座
の
凍
結
を
行
う
た
め
の
も
の
で
、

ど
ん
な
パ
タ
ー
ン
の
遺
産
相
続
で
も
提

出
を
求
め
る
書
類
で
す
。
そ
の
様
式
は

各
金
融
機
関
が
独
自
に
定
め
て
お
り
、

名
称
も
「
相
続
関
係
届
出
書
」「
相
続

確
認
書
」「
相
続
手
続
依
頼
書
」
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
す
（
本
稿
で
は
「
相
続

届
」
と
統
一
し
ま
す
）。
署
名
押
印
な

ど
の
記
載
内
容
は
パ
タ
ー
ン
別
に
異
な

り
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
す
。

①
遺
言
書
が
あ
る
ケ
ー
ス

　

そ
の
遺
言
書
の
内
容
が
相
続
手
続
き

に
お
い
て
優
先
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場

合
、
相
続
届
上
へ
署
名
押
印
を
求
め
る

の
は
、
基
本
的
に
相
続
預
金
の
受
遺
者

ま
た
は
遺
言
執
行
者
と
な
り
ま
す
。

②
遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
す
る
ケ
ー

ス
　

遺
言
書
が
遺
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
相
続
人
全
員
が
協
議
し
て
相
続
預

金
の
承
継
者
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
遺
産
分
割
協
議
書
は
相
続
預
金

を
含
め
た
全
遺
産
に
つ
き
、
だ
れ
が
相

続
す
る
か
を
定
め
た
文
書
で
す
。

　

遺
産
分
割
協
議
書
が
作
成
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
相
続
預
金
の
承
継
者
は

そ
の
遺
産
分
割
協
議
書
に
て
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
っ
て
相
続
届
上

へ
署
名
押
印
を
求
め
る
の
は
、
基
本
的

に
自
店
の
相
続
預
金
の
承
継
者
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
し
な
い
ケ

ー
ス

　

な
お
、
す
べ
て
の
遺
産
分
割
協
議
に

お
い
て
協
議
書
が
作
成
さ
れ
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。

　

遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
被
相
続
人
の
す
べ
て
の
財

産
を
洗
い
出
し
、
そ
の
取
得
者
を
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
時
間
が

か
か
り
ま
す
。
遺
産
が
多
額
で
な
い
・

相
続
税
申
告
が
不
要
で
あ
る
と
い
っ
た

ケ
ー
ス
で
は
、
協
議
書
を
作
成
し
な
い

と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
場
合
、
相
続
預
金
の
承
継
者
を

確
認
す
る
書
類
と
し
て
相
続
届
を
活
用

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の

相
続
届
は
、
自
店
の
相
続
預
金
に
限
定

し
た
遺
産
分
割
協
議
書
を
兼
ね
る
こ
と

に
な
り
、
す
べ
て
の
相
続
人
の
署
名
押

印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

遺
言
書
・
遺
産
分
割
協
議
書
が 

な
け
れ
ば
全
相
続
人
で
署
名
押
印

　

遺
言
書
が
な
く
遺
産
分
割
協
議
書
が

な
い
場
合
の
、
相
続
届
に
よ
る
手
続
き

に
お
け
る
確
認
事
項
を
解
説
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
預
金
者
死
亡
の
事
実
を
、
被

相
続
人
の
最
後
の
戸
籍
謄
本
で
確
認
し

ま
す
。
次
に
法
定
相
続
人
が
だ
れ
で
あ

る
の
か
を
、
被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死

亡
ま
で
の
連
続
し
た
戸
籍
謄
本
お
よ
び

相
続
人
の
現
在
の
戸
籍
謄
本
で
確
認
し

ま
す
。
相
続
届
に
は
、
す
べ
て
の
法
定

続
届
」
は
、
預
金
者
死
亡
の

事
実
確
認
お
よ
び
相
続
預
金

相
続
人
の
署
名
押
印
が
必
要
で
す
。
法

定
相
続
人
が
１
人
で
も
欠
け
て
い
れ
ば

手
続
き
は
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
法
定
相
続
人
欄
の
署
名
押

印
が
本
人
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う
か
、

印
鑑
証
明
書
と
と
も
に
確
認
し
ま
す
。

相
続
手
続
時
に
求
め
る
印
鑑
証
明
書
の

発
行
期
日
は
、
６
ヵ
月
以
内
と
定
め
て

い
る
金
融
機
関
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
自
店
に
存
在
す
る
預
金
者
の

取
引
を
洗
い
出
し
、
相
続
届
に
記
載
漏

れ
が
な
い
か
ど
う
か
確
認
し
ま
す
。
預

金
取
引
の
他
に
、
投
資
信
託
や
借
入

れ
・
出
資
金
・
貸
金
庫
な
ど
の
取
引
が

あ
れ
ば
、
所
定
の
手
続
き
を
案
内
し
ま

し
ょ
う
。

　

最
後
に
通
帳
や
預
金
証
書
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
ら

の
廃
止
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
通
帳
や

証
書
等
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
喪

失
届
な
ど
の
提
出
を
求
め
ま
す
。

　

相
続
預
金
の
相
続
人
へ
の
承
継
に

は
、
払
出
し
と
名
義
変
更
の
２
つ
の
方

法
が
あ
り
ま
す
。
相
続
預
金
の
今
後
の

運
用
等
の
希
望
も
考
慮
し
、
承
継
者
の

利
便
性
が
高
い
ほ
う
を
選
ん
で
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。

「
相

第５回の
　　ケース

遺
言
が
な
く
、
遺
産
分
割
協
議
書
も
作
成
し
な
い
と
い
う

相
続
人
の
方
に
準
備
い
た
だ
く
書
類
と
注
意
点
は
？

図表　相続届で預金の承継者を確認する場合の必要書類など
①相続届（各金融機関によって名称が異なる）
　□✓すべての相続人・受遺者に記入・実印を押印してもらう
　！ 預金残高欄はトラブル防止のため金融機関側で記入する取扱いもある
②出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本等
　□✓本籍地の市区町村役場にて取得してもらう
（戸籍全部事項証明書だと1通450円～、除籍謄本は750円～）
　 ！「被相続人の本籍地がわからない…」というお客様には、死亡時点での住所地の市区町村役場

で本籍地入りの住民票を発行してもらい、その本籍地を参照してもらう
　□✓郵送でも取得可能　（発行手数料は、郵便局の定額小為替で支払う）
③すべての相続人の現在の戸籍謄本等
　上記②参照
④すべての相続人の印鑑証明書
　□✓住所地の市区町村役場等にて取得してもらう（1通300円～）
　□✓マイナンバーカードを用いてコンビニで発行できる自治体もある
　！「実印を作っていない…」というお客様には、役場で印鑑の登録をしてもらう
⑤相続預金の通帳・キャッシュカード
　！ 貸金庫取引がある場合にはその鍵など、お客様の状況に応じて案内する

▼相続届のサンプル
相続手続依頼書

令和 年 月 日

※ 太枠の中をご記入してください。

被

相

続

人

年 月 日 死亡

おところ

おなまえ 様

※ 相続人・受遺者・遺言執行者を○で囲んでください。

※ 相続手続を下記受任者に委任される場合は（する）に○をつけてください。

相

続

関

係

者

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ

様
相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

相続人・受遺者・遺言執行者

おところ

おなまえ
様

相続手続を下記受任者に委任（する・しない） 実印

過日死亡しました上記被相続人の貴金庫との取引における相続手続きについては、右記のとおりお取扱いく
ださい。預金通帳・証書有無欄の「なし（紛失）」に○印がある場合は、紛失のため預金通帳・証書なしでお
手続きください。なお、後日預金通帳・証書が発見された場合には直ちに返却します。
この依頼書に基づき、相続手続きを下記受任者に一任します。後日紛議が生じた場合には委任した相続関係
者全員の連帯責任とし、貴金庫には一切ご迷惑・ご損害をおかけしません。

相続手続受任者兼振込依頼人
おところ
（フリガナ）

おなまえ 様
被相続人との続柄（ ） 連絡先ＴＥＬ （ ― ― ）

相続預金等表示（預積金・出資金・外貨預金・国債・投資信託）
＊ 「金額（口数）」欄の国債は額面金額、投資信託は口数、外貨預金はドル建表示とします。

＊ 「処理区分」の「払戻」「名義」（名義変更）を○で囲み、名義変更の場合は変更後の氏名を記入ください。

＊ 「通帳・証書有無」欄の「あり」「なし（紛失）」を○で囲んでください。「なし（紛失）」に○がある場合は、預金通帳・証書喪

失として取り扱い、喪失届は相続手続依頼書をもって代用します。ただし、この取扱いは預金払戻しのみとします。

名義変更の場合は、変更後の氏名で喪失届を提出ください。

預金等種類 口座番号 金 額（口数） 処理区分 通帳・証書有無

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻・名義（ ） あり・なし（紛失）

払戻しの場合は下記口座か、別途「振込依頼書」で指定する口座にお振込ください。この場合、上記相続預金の
払戻しについては、規定にかかわらず「預金（積金）払戻請求書」の提出はしません。所定の方法でお取扱いくだ
さい。 ※ 信用金庫・銀行・支店・営業部・普通・当座・貯蓄・その他の中から選択して○で囲んでください。

□

振込先金融機関 預金種類 口座番号 名義人

信用金庫 支店

銀行 営業部

普通･当座

貯蓄

その他

ﾌﾘｶﾞﾅ

□ 別紙「振込依頼書」で指定する口座

＜金庫使用欄＞
遺産分割協議書（あり・なし）
遺言書 （あり・なし）
貸金庫取引 （あり・なし）
融資取引 （あり・なし）

部店長席印 検 印 印鑑照合印 受 付 印

印

中野信用金庫　御中
取扱店名　中野支店

東京都中野区新井○−○

近代 花子
東京都中野区新井○−○

近代 一郎

東京都中野区新井○−○

近代 太郎

東京都中野区新井○−○

近代 二郎 印

印

３　 ２ 　10

３ ３ 10

普通預金 ○○○○ ○○○○○○○


